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○
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
令
第
二
号
）

改

正

案

現

行

（
個
人
利
用
者
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
）

第
十
二
条
の
二

組
合
又
は
連
合
会
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
利
用
者
に

（
新
設
）

関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託

す
る
場
合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失

又
は
き
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
返
済
能
力
情
報
の
取
扱
い
）

第
十
二
条
の
三

組
合
又
は
連
合
会
は
、
信
用
情
報
に
関
す
る
機
関
（
資
金
需
要

（
新
設
）

者
の
借
入
金
返
済
能
力
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
組
合
又
は
連
合
会
に
対
す

る
当
該
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ

っ
て
個
人
で
あ
る
資
金
需
要
者
の
借
入
金
返
済
能
力
に
関
す
る
も
の
を
、
資
金

需
要
者
の
返
済
能
力
の
調
査
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
）

第
十
二
条
の
四

組
合
又
は
連
合
会
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
利
用
者
に

（
新
設
）

関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て

の
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
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い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認

め
ら
れ
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


